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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
各
種
密
約
の
調
査
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

千
九
百
六
十
年
一
月
の
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第

六
号
）
改
定
時
の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
「
密
約
」
及
び
朝
鮮
半
島
有
事
の
際
の
戦
闘
作
戦
行
動
に
関
す
る
「
密
約
」
並
び

に
千
九
百
七
十
二
年
の
沖
縄
返
還
時
の
有
事
の
際
の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
「
密
約
」
及
び
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り

に
関
す
る
「
密
約
」
の
有
無
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
本
年
九
月
十
六
日
の
岡
田
外
務
大
臣
の
大
臣
命
令
に
基

ち
ょ
く

づ
き
調
査
中
で
あ
り
、
そ
の
作
業
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
同
大
臣
に
対
す
る
報
告
内
容
に
つ
い
て
は
、
調
査
結
果
に
つ
い
て

予
断
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
一
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
本
件
調

査
に
つ
い
て
は
、
外
務
本
省
及
び
在
米
大
使
館
に
存
在
す
る
日
米
間
の
安
全
保
障
関
係
フ
ァ
イ
ル
及
び
沖
縄
返
還
関
係
フ
ァ

イ
ル
を
調
査
の
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
精
査
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
に
関
連
す
る
過
去
の
事
実
関

係
を
明
ら
か
に
す
べ
く
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
薮
中
外
務
事
務
次
官
に
対
し
て
聞
き
取
り
調
査
を

一



行
う
か
に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
十
六
日
の
岡
田
外
務
大
臣
の
大
臣
命
令
に
基
づ
き
調
査
を
進
め
る
中
で
、
必
要
に
応
じ
て

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
一
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
本
件
調

査
に
つ
い
て
は
、
外
務
本
省
及
び
在
米
大
使
館
に
存
在
す
る
日
米
間
の
安
全
保
障
関
係
フ
ァ
イ
ル
及
び
沖
縄
返
還
関
係
フ
ァ

イ
ル
を
調
査
の
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
精
査
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
に
関
連
す
る
過
去
の
事
実
関

係
を
明
ら
か
に
す
べ
く
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
外
務
省
の
元
職
員
に
対
し
て
聞
き
取
り
調
査
を
行

う
か
に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
十
六
日
の
岡
田
外
務
大
臣
の
大
臣
命
令
に
基
づ
き
調
査
を
進
め
る
中
で
、
必
要
に
応
じ
て
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


